
公募公告 

 

令和８年度中国・香港における観光営業代行業務委託の企画提案を公募するので、次の

とおり公示する。 

 

令和８年３月２６日 

福井県知事  石田 嵩人 

 

１ 企画提案書の提出を求める事項 

（１）業務の名称    令和８年度中国・香港における観光営業代行業務委託 

（２）公告業務の内容  令和８年度中国・香港における観光営業代行業務委託 

公募型プロポーザル募集要領のとおり 

（３）履行期限     令和９年３月２４日（水） 

（４）県負担限度額   ５，４５１，０５０円（消費税等諸税を含む） 

 

２ 企画提案書を提出する者に必要な資格 

次の全ての要件を満たすこと。 

（１）日本において法人格を有していること。 

（２）中国または香港において支社や支店、パートナー企業を有しているなど現地で適切に

業務を遂行できる実施体制を有していること。 

（３）日本語での企画提案書の提出および契約締結が可能であること。また、仕様書で定め

る営業地域において、現地の言語により交渉および文書の作成を行えること。 

（４）福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条の規定により、知事が

競争入札参加資格を有すると認めた者であること。 

※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入

札参加資格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして

取り扱う。ただし、審査委員会の終了時点で競争入札参加資格の認定を受けていな

い場合は、本件に関する参加資格を喪失する。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、または破

産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている

者でないこと。 

（７）県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（８）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

 

 



３ 募集要領の交付 

  募集要領については、次のとおり交付する。 

交付期間 令和８年３月２６日（木）から令和８年４月６日（月）まで 

土日祝日を除く午前９時から午後５時の間 

交付場所 福井県交流文化部インバウンド交流課 

なお、インバウンド交流課のホームページからダウンロードすること

ができる。 

交付資料 令和８年度中国・香港における観光営業代行業務委託 

公募型プロポーザル募集要領 

 

４ 本業務の質問に関する事項 

本業務の質問および回答の期限は次のとおりとする。 

（１）質問  令和８年４月１日（水）１７時までに、質問票（様式３）により、電子メー

ルで提出する。 

（２）回答  令和８年４月２日（木）までに、応募者全員に電子メールまたは福井県ホー

ムページに掲載する方法により回答する。福井県ホームページに掲載する方

法による場合、その掲載先は「１０ 様式等の掲載」に同じ。 

なお、質問が多数ある場合等、別途電子メールで新たな回答期限を通知す

ることがある。 

 

５ 資格の確認に関する事項 

（１）企画提案に参加する者は、次により参加申請書を提出すること。これにより参加資格

要件を審査する。 

（２）提出期限  令和８年４月６日（月）１７：００必着 

（３）提出書類  募集要領を参照すること。 

（４）提出方法  募集要領を参照すること。 

（５）提出先   「９ 問い合わせ先」に同じ。 

（６）参加資格審査結果  令和８年４月７日（火）までに通知する。 

 

６ 企画提案書の提出 

（１）上記５（６）で参加資格を認定された者は、次により企画提案書を提出すること。 

（２）提出期限  令和８年４月１３日（月）１７：００必着 

（３）提出書類  募集要領を参照すること。 

（４）提出方法  募集要領を参照すること。 

（５）提出先   「９ 問い合わせ先」に同じ。 

 

 

 



７ 審査方法等 

（１）県は審査会を設け、提出のあった企画提案書の内容を審査し、優先交渉権者を選定す

る。 

（２）審査はあらかじめ定められた審査基準に基づき、企画提案書の内容を総合的に審査す

る。 

（３）審査にあたり、審査員が企画提案応募者に対し、ヒアリングを実施する場合がある。

また、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。 

（４）審査結果に対する異議申し立ては、一切認めない。 

（５）本業務は国の交付金を活用する事業のため、優先交渉権者の決定の効果は交付金交付

決定時においてのみ生じる。 

（６）決定の取り消し 

   次の要件のいずれかに該当する場合には、選定を取り消すことがある。 

ア 企画提案者が参加資格を有すると偽った場合 

イ 企画提案書等の提出後、参加資格を失うこととなった場合 

ウ 企画提案書等に虚偽の内容が記載されていた場合 

 

８ その他 

この公告に掲げるもののほか、この提案書の提出に関する詳細は、募集要領の定めによ

る。 

 

９ 問い合わせ先 

  〒９１０－０００５ 

福井県福井市大手２丁目４－１３ 大手合同事務所２階 

福井県交流文化部インバウンド交流課 担当 渡辺、小坂 

電話: ０７７６－２０－０６９９  

電子メール: inbound@pref.fukui.lg.jp 

 

１０ 様式等の掲載 

  福井県ホームページ 

（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kokusai/higashiasia-eigyoudaikou.html） 

からダウンロードすることができる。 
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